
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に

　

基
づ
く
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
改
正 

（
職
員
厚
生
課
）　
　

一

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
及
び
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧 

（
水
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　
　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

三

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 
（　
　

同　
　

）　
　

四

公　
　
　

告

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

四

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
八
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則 

七

雑　
　
　

報

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
に
基
づ
く
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
（
八
件
） 

七

規　
　
　

則

　

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
一
号

　
　
　

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二

十
六
年
七
月
二
十
五
日
と
す
る
。告　

　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

　

平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
に
基
づ
く
補
償
基
礎
額
の
最
低
限

度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年　

齢　

階　

層

最　

低　

限　

度　

額

最　

高　

限　

度　

額

二
十
歳
未
満

四
、
三
〇
八
円

一
三
、
〇
四
〇
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
〇
二
四
円

一
三
、
〇
四
〇
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

五
、
六
一
一
円

一
三
、
四
四
七
円
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三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
一
〇
四
円

一
六
、
二
八
一
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
五
二
四
円

一
八
、
八
三
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

六
、
六
〇
一
円

二
一
、
七
八
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

六
、
七
〇
八
円

二
四
、
五
三
二
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
三
七
五
円

二
五
、
三
七
六
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
、
九
二
二
円

二
四
、
一
一
四
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

四
、
七
二
三
円

一
九
、
一
六
七
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
三
〇
円

一
五
、
〇
〇
一
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
三
〇
円

一
三
、
〇
四
〇
円

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
八
月
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

縦　

覧　

場　

所

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　

入　

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

塩
釜
市
浦
戸
寒
風
沢
字
湊
百
三

十
二
番
地

 

内
海　

光
雄

塩
釜
市
浦
戸
野
々
島
字
朴
島
宅

地
五
番
地

 

尾
形　

勝
利

浦
戸
東
部
加

入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

石
巻
市
開
成
一
番
二
十

七

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

広
畑
沢

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
上
庚
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所

沢
畑

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
古
寺
屋
敷
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
学
町
沢
２

土
石
流

大
崎
市
岩
出
山
字
大
学
町
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
学
町
沢
３

土
石
流

大
崎
市
岩
出
山
字
大
学
町
（
次
の
図
の
と
お

り
）

西
天
王
寺
沢

土
石
流

大
崎
市
岩
出
山
下
一
栗
字
片
岸
浦
、
上
野
目

字
西
天
王
寺
（
次
の
図
の
と
お
り
）

尿
前
沢

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
尿
前
（
次
の
図
の
と
お

り
）

館
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
寺
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

金
沢
の
１

－

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
上
金
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

金
沢
の
１

－

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
下
金
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
学
町
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
大
学
町
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
学
町
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
大
学
町
（
次
の
図
の
と
お

り
）

上
金
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
下
金
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
名
坂
の
２

－

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
新
屋
敷
（
次
の
図
の

と
お
り
）

石
名
坂
の
２

－

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
西
新
屋
敷
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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大
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
大
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

大
学
町
沢

土
石
流

大
崎
市
岩
出
山
大
学
町（
次
の
図
の
と
お
り
）
宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所

西
天
王
寺
沢

２

土
石
流

大
崎
市
岩
出
山
上
野
目
字
西
天
王
寺
（
次
の

図
の
と
お
り
）

下
外
道

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
上
真
山
下
外
道
（
次
の
図

の
と
お
り
）

城
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
城
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

城
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
城
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

城
山
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
岩
出
山
字
城
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

　

多
賀
城
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

　

２　

名
称　

多
賀
城
駅
北
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

　

多
賀
城
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
十
二
号　

南
町
魚
市
場
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分
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宮
城
県
気
仙
沼
市
南
町
四
丁
目
、
浜
見
山
、
河
原
田
一
丁
目
、
河
原
田
二
丁
目
、
港
町
及
び
魚
市
場
前
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

山
元
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

山
元
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称

　
　
　

新
坂
元
駅
周
辺
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
無
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
七
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
宮

城
県
亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
及
び
町
東
地
内
に
お
い
て
事
業
地
の
一
部
を
変
更
す
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

 　

都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
七
号
）
に
宮
城
県
亘
理
郡
山
元

町
坂
元
字
町
東
、
字
荒
井
、
字
道
合
及
び
字
大
谷
地
地
内
を
追
加
す
る
。

公　
　
　

告

〇
県
営
吉
田
東
部
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画

の
変
更
に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

協
議
を
行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改

良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
吉
田
東
部
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
変

更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

　
　

亘
理
町
役
場

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
長
あ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
一

－

八
五
〇
五　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四

－

十
七

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｓ
ｄ
ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
亘
理
町
役
場
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
一

－

二

－

九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一

－

二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
（
用
語
の
定
義
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。
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八 　

「
配
偶
者
同
行
休
業
条
例
」
と
は
、「
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
条
例

第
四
十
五
号
）
」
を
い
う
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

〇

－

十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

六 　

配
偶
者
同
行
休
業
（
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を

始
め
、
又
は
配
偶
者
同
行
休
業
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

　

第
五
条
第
二
項
中
「
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
」
の
下
に
「
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－
一

－

三
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

二　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
四

－

二
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
四
（
期
末
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一

条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第

一
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、「
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
と
し
て

在
職
し
た
期
間
」
の
下
に
「
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
と
し
て

在
職
し
た
期
間
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
三
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
五

－

三
十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
六
号
」
に
、「
第
一
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一

条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

二
十

－

十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
七
―
二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
三
第
一
号
中
「
も
の
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶

者
同
行
休
業
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

三
十
八

－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
五
条
の
四
第
二
項
中
「
自
己
啓
発
等
休

業
を
し
」
の
下
に
「
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八

－

七

－

十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八

－

七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
号
チ
中
「
ト
」
を
「
チ
」
に
改
め
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ロ
か
ら
ト
ま
で
を
ハ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、

イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　

第
四
条
第
二
号
中
「
ト
」
を
「
チ
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一 　

二
の
㈠
中
「
第
四
条
第
一
号
ト
⑵
」
を
「
第
四
条
第
一
号
チ
⑵
」
に
、
同
㈡
中
「
第
四
条
第
一
号
ト
⑶
」
を
「
第

四
条
第
一
号
チ
⑶
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日
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平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
八
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八

－

八

－

三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八

－

八
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
八
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
た
期
間

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑　
　
　

報

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
岩
井
七
五
郎
に
対
す
る

石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第

二
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

通
知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

七
十
五
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

岩
井
七
五
郎

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
二
丁
目
七
番

　
　

㈡　

地　
　

目　

公
衆
用
道
路

　
　

㈢　

登
記
地
積　

十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

実
測
地
積　

十
三
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

基
準
地
積　

十
三
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈥　

概　
　

要　

国
土
調
査
一
筆
面
積
計
算
書
に
基
づ
く
地
積

三　

注

　

 　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
佐
々
木
明
に
対
す
る
石

巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第
二

十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通

知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日
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石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

百
六
十
一
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

佐
々
木
明

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
二
丁
目
三
十
四
番
三
十
六

　
　

㈡　

地　
　

目　

宅
地

　
　

㈢　

登
記
地
積　

三
十
七
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

基
準
地
積　

三
十
七
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

概　
　

要　

登
記
簿
に
よ
る
地
積

三　

注

　
　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
佐
々
木
明
に
対
す
る
石

巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第
二

十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通

知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

百
八
十
三
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

佐
々
木
明

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
二
丁
目
三
十
四
番
五

　
　

㈡　

地　
　

目　

宅
地

　
　

㈢　

登
記
地
積　

二
百
九
十
四
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

基
準
地
積　

二
百
九
十
四
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

概　
　

要　

登
記
簿
に
よ
る
地
積

三　

注

　
　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
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平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
佐
々
木
良
内
に
対
す
る

石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第

二
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

通
知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

百
九
十
六
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

佐
々
木
良
内

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
二
丁
目
三
十
三
番
五

　
　

㈡　

地　
　

目　

原
野

　
　

㈢　

登
記
地
積　

百
六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

基
準
地
積　

百
六
十
八
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

概　
　

要　

登
記
簿
に
よ
る
地
積

三　

注

　
　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
佐
々
木
良
内
に
対
す
る

石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第

二
十
五
号
）
第
十
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
更
正
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

通
知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

百
九
十
六
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
更
正
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

佐
々
木
良
内

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
二
丁
目
三
十
三
番
五

　
　

㈡　

地　
　

目　

原
野

　
　

㈢　

登
記
地
積　

百
六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

更
正
地
積　

百
八
十
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

基
準
地
積　

百
八
十
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈥　

概　
　

要　

筆
界
未
定
地
の
実
測
に
よ
る
按
分
地
積
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〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
鈴
木
貞
子
に
対
す
る
石

巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第
二

十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通

知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－
二
百
九
十
四
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

鈴
木
貞
子

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
三
丁
目
二
番
一

　
　

㈡　

地　
　

目　

公
衆
用
道
路

　
　

㈢　

登
記
地
積　

四
百
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

実
測
地
積　

四
百
十
五
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

基
準
地
積　

四
百
十
五
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈥　

概　
　

要　

国
土
調
査
一
筆
面
積
計
算
書
に
基
づ
く
地
積

三　

注

　
　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
新
妻
源
一
に
対
す
る
石

巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第
二

十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通

知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

三
百
二
十
六
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　
 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

新
妻
源
一

　

２　

土
地

　
　

㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
川
口
町
二
丁
目
六
番
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㈡　

地　
　

目　

公
衆
用
道
路

　
　

㈢　

登
記
地
積　

十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

実
測
地
積　

十
四
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

基
準
地
積　

十
四
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈥　

概　
　

要　

国
土
調
査
一
筆
面
積
計
算
書
に
基
づ
く
地
積

三　

注

　
　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
石
巻
市
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
米
本
吉
則
に
対
す
る
石

巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
石
巻
市
条
例
第
二

十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
積
の
決
定
通
知
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通

知
書
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

 

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
行
者　
　

石
巻
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　

石
巻
市
長　
　

亀　

山　
　
　

紘

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号　

平
成
二
十
六
年
四
月
十
八
日　

石
区
画
２
第
十
三

－

四
百
二
十
七
号

二　

通
知
の
内
容

　

 　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
石
巻
市
湊
西
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地

及
び
清
算
金
額
を
定
め
る
と
き
の
基
準
と
な
る
従
前
の
宅
地
各
筆
の
地
積
（
基
準
地
積
）
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
、
石
巻
市
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
。

　

 　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
が
事
実
に
相
違
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日

以
内
に
市
長
に
基
準
地
積
の
更
正
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住　

所　

不
詳

　
　
　

氏　

名　

米
本
吉
則

　

２　

土
地

　
　

イ
㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
大
門
町
一
丁
目
四
十
八
番
三

　
　
　

㈡　

地　
　

目　

公
衆
用
道
路

　
　
　

㈢　

登
記
地
積　

二
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

㈣　

実
測
地
積　

二
十
三
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

㈤　

基
準
地
積　

二
十
三
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

㈥　

概　
　

要　

国
土
調
査
一
筆
面
積
計
算
書
に
基
づ
く
地
積

　
　

ロ
㈠　

地　
　

名　

石
巻
市
大
門
町
一
丁
目
四
十
八
番
十
六

　
　
　

㈡　

地　
　

目　

公
衆
用
道
路

　
　
　

㈢　

登
記
地
積　

百
二
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

㈣　

実
測
地
積　

百
二
十
一
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

㈤　

基
準
地
積　

百
二
十
一
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

㈥　

概　
　

要　

国
土
調
査
一
筆
面
積
計
算
書
に
基
づ
く
地
積

三　

注

　
　

右
記
登
記
地
積
は
、
施
行
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
）
現
在
の
登
記
地
積
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

 　

た
だ
し
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
よ
る
分
筆
登
記
に
よ
り
確
定
し
た
面
積
に
つ
い
て
は
当
該
分

筆
時
点
の
登
記
地
積
を
、
同
項
に
よ
る
分
筆
登
記
未
了
の
場
合
は
境
界
確
定
図
に
基
づ
き
算
定
し
た
面
積
を
記
載
し

て
い
ま
す
。
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